
事業承継に関するセミナーを

開催します。終了後には専門

家による個別相談会を実施し

ます。

事業承継３メニューで総合支援します！

事業承継問題を抱える中小企業者に対して、事業承継セミナーの開催、小

規模企業者設備投資補助、事業承継支援資金（融資あっせん制度）を実施

し、円滑な承継を後押します。

セミナー

実施時期（予定）

7月、11月の2回開催
補助上限

小規模企業者向け

設備投資補助

２/３
100万円

令和8年4月1日から受付開始

文京区 区民部 経済課 産業振興係（TEL:03-5803-1173）

文京区春日一丁目16番21号（文京シビックセンター地下2階）

事業承継支援資金

補助率

経営基盤強化のための

設備導入に要する経費を補助

します。

事業承継に必要な資金について

区が低利な融資をあっせんし、

利息の一部補助を行います。

融資限度額 2,000万円

自己負担利率 0.3％

令和8年4月1日から受付開始

※公衆浴場業を営むものは0％

文 京 区 事 業 承 継

総 合 支 援 事 業

▼詳細はこちら


